
 

 
 

 

 

１ 〔研修のポイント〕 

  ◎給与事務の基礎知識から、基本的な作業までを学びます。 

  ◎給与事務に関わる法、社会保障等の知識を学びます。 

  ◎適正な事務の進め方に対する理解を深め、不安を取り除きましょう。 

２ 〔受講対象〕 

  社会福祉施設、介護保険施設・事業者及び社会福祉協議会等で、初めて給与事務を担当

する職員及び関係職員 

 

３ 〔日  程〕 

  令和６年５月 30 日（木） 

 

４ 〔募集定員〕 

  ８０名  

※申込受付期間内であっても定員に達した場合、申し込みを締め切る場合がありますので、予め

御承知おきください。 

 

５ 〔研修会場〕 

  秋田県社会福祉会館 10階 大会議室 

 

６ 〔申込受付〕 

  令和６年４月１９日（金）午前９時～４月３０日（火）まで 

  上記申込期間中に「研修受付システム」よりお申込みください。 

 

７ 〔受 講 料〕 

  秋田県社協 会員施設の職員※（注１） ５，０００円 

  秋田県社協 非会員施設の職員     ８，０００円 

※（注１）令和６年４月１日現在で会員登録されている施設・事業所の職員。 

※受講料は、事前にお振込みいただきます。詳細は受講決定通知にてお知らせします。 

 

はじめての給与事務担当者研修 

実施要綱 



８ 〔留意事項〕 

（１）申込受付 
受付期間内で定員の範囲内において先着順とします。申込受付期間内であっても、

定員に達した場合は申込受付を締め切りますので、あらかじめ御了承ください。 
（２）受講の可否 

５月８日（水）までにメールで連絡します。予定日を過ぎても連絡がない場合はお
手数でも担当まで御確認願います。 

（３）受講料の振込み 
受講決定者には、「受講決定通知書兼受講料請求書」をメールでお送りします。指定

期日までに受講料をお振込みください。なお、振込み手数料は受講者（振込み人）負
担となります。 

（４）研修カード 
全日程の受講を要件として修了証明をしますので、研修カードをお持ちの方は、当

日用意してください。お持ちでない方は、受付時にお申し出ください。 
（５）駐車場 

会場となる秋田県社会福祉会館の駐車場は、当研修受講者の駐車を保証するもので
はありません。満車の際は、別添地図を参照の上、周辺の有料駐車場を御利用くださ
い。また、駐車場の混雑解消に御協力ください。 

（６）空  調 
秋田県社会福祉会館では、環境への配慮及び節電・省エネルギーを心がけた空調を

実施しております。受講者は研修開催時期の気候に応じ寒暖等が調整できる服装で御
協力ください。 

（７）そ の 他 
① 受講申込み後に，欠席又は申込事項に変更がある場合は、「研修受付システム」か
ら修正してください。 

② 受講申込時に入力された個人情報は，当該研修の運営管理の目的にのみ使用いた
します。 

③ 新型コロナウイルス等の感染症の今後の状況によっては研修を延期・中止する場
合があります。開催に関して変更があった場合は、別途連絡します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪研修に関する 問い合わせ・申込先≫ 
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 施設振興・人材・研修部 研修担当 
（秋田県福祉保健人材・研修センター）研修担当 佐藤（一）・赤塚 
〒010-0922 秋田市旭北栄町 1-5  秋田県社会福祉会館７階 

TEL 018-864-2775  FAX 018-864-2840 e-mail：kc@akitakenshakyo.or.jp 

 

≪県社協会員及び入会方法等に関する問い合わせ先≫ 

社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 総務企画部 総務・企画情報担当 

 TEL 018-864-2711 

mailto:kc@akitakenshakyo.or.jp


日   程   表 
 

〔プログラム〕 

日  時 研 修 科 目  

12:20～12:50 受付 

12:50～13:00 オリエンテーション 

13:00～16:00 

 

 

 

〔講義・演習１〕 

  ・給与事務・計算のポイント 

  ・変動事項の確認する 

  ・支給金額を計算する 

 

〔講義・演習２〕 

  ・控除科目の理解と給与事務への反映 

  ・給与計算終了後の流れ、作成するもの 

  ・賞与計算の仕方等 

  ・年末調整の概要 

  ・質疑応答 

 

16:00～ 研修アンケート記入ほか 

※適宜休憩を入れながら講義を進めますが、講義の進み方により、記載された時間を前

後する場合があります。 

 

【講 師】 

社会保険労務士法人 奏和 

佐藤晋也社会保険労務士事務所 

     佐 藤 晋 也 氏 

      （さとう  しんや） 
 

 


